
医　 療　 機　 関　 名 健診料金 個人負担額

1 上飯田  総合上飯田第一病院 健診センター 38,500 18,500

2 全日本  全日本労働福祉協会東海診療所 33,000 13,000

3 名古屋  大名古屋ビルセントラルクリニック

4 国際  国際セントラルクリニック

5 中京愛  中京サテライトクリニック愛知 31,900 11,900

6 ヨナハ  ヨナハ健診クリニック 33,000 13,000

7 いなべ  いなべ総合病院　健康管理センター 35,000 15,000

8 富田浜  富田浜病院 健康増進センター 34,650 14,650

9 みたき  みたき健診クリニック 33,000 13,000

10 羽津  四日市羽津医療センター健康管理センター 31,568 11,568

11 ＫＫＣ四
 近畿健康管理センター（四日市）
 KKCウエルネス四日市健診クリニック

33,000 13,000

12 鈴鹿  鈴鹿中央総合病院  健診センター オリーブ 34,100 14,100

13 塩川  塩川病院 34,100 14,100

14 中京三  中京サテライトクリニック三重 31,900 11,900

15 サンテ
 三重県健康管理事業センター

 健診センター サンテ
35,500 15,500

16 武内  武内病院 31,000 11,000

17 ＫＫＣ津
 近畿健康管理センター（津）
 KKC健康スクエアウエルネス三重健診クリニック

33,000 13,000

18 生協  津生協病院 健診センター 31,000 11,000

19 津健ク  津健康クリニック 35,200 15,200

20 岡波  岡波総合病院 健康管理センター 40,293 20,293

21 伊賀  伊賀市健診センター 35,990 15,990

22 エポック  松阪中央総合病院 健康管理センターエポック 35,200 15,200

23 ぴーす  松阪市健診センター ぴーす 35,200 15,200

24 紀南  紀南病院　健診センター 36,510 16,510

医　 療　 機　 関　 名 健診料金 個人負担額

25 伊勢  市立伊勢総合病院 健診センター　 39,320 19,320

令和８年度　人間ドック医療機関一覧表

【人間ドック】当日窓口にて、下記記載の個人負担額（健保補助額一律20,000円）･オプションは全額自己負担

申込完了後、各自で予約を取る必要のある医療機関です。

申込書記入欄 住     所 電 話 番 号

名古屋市北区上飯田北町2-70 052-991-3111

名古屋市中村区名駅南1-24-20
名古屋三井ビルディング新館3F

0120-582-751

名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング9Ｆ 総合予約センター

30,800 10,800
名古屋市中村区那古野1-47-1
国際センタービル10Ｆ

052-821-0090

豊明市沓掛町石畑 180-1 0562-93-8222

桑名市和泉8丁目264番地3 0120-301-478

いなべ市北勢町阿下喜 771 0594-72-8711

四日市市富田浜町26番14号 059-365-0411

四日市市生桑町菰池450番3 0120-177-667

四日市市羽津山町10番8号 059-331-1211

四日市市日永西 3丁目5番37号 059-271-8545

鈴鹿市安塚町山之花1275-53 059-384-1017

鈴鹿市平田 1丁目3番7号 059-379-6333

鈴鹿市庄野町久保 866 059-373-4875

津市観音寺町字東浦446-30 059-228-4502

津市一色町215番地1 059-226-1111

津市あのつ台 4丁目1-3 059-269-5678

津市寿町16-24 059-225-7536

津市観音寺町799-7 059-226-0456

伊賀市上之庄2711-1 0595-24-2555

伊賀市四十九町831番地 0595-24-1186

松阪市川井町字小望 102 0598-21-8248

松阪市殿町1550番地 0598-23-7563

南牟婁郡御浜町阿田和4750 05979-2-1333

申込完了後、希望月にあわせて、受診日を当組合で調整します。（各自での予約不要・詳細は後日送付します。)

申込書記入欄 住     所 電 話 番 号

受診期間　令和８年４月１日から令和９年２月末日まで

伊勢市楠部町3038番地 0596-23-5416

検査項目を省略された場合でも、個人負担額からの減額はありません。

（健保補助額から減額のため）

ただし、原則として医師の判断によるもの以外は検査項目の省略は不可です。

掲示用


